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運

営

体

制

1 職員の配置基準 ・仕様書に示す人員基準を満たしている

2 認知症支援のためのネットワーク構築
・区地域ケア推進会議（区地域包括支援センター運営協議会）において区

認知症支援の取組実績・課題について報告・検討している

3
・訪問支援対象者の把握に努め、関係機関と連携し、情報収集及び観察・

評価を行い、共有している

4

・年度内に支援終了した訪問支援対象者のうち、支援終了時医療、介護、

インフォーマルサービスのいずれかにつながった者の割合90％以上、及び支援

終了時の居場所が在宅である割合が80％以上

5

・若年性認知症に関する相談支援及び認知症の人の状態に応じた適切な

サービスが提供されるよう、関係機関の連携体制の強化や地域資源構築の

企画調整を行っている

6

・認知症強化型地域包括支援センター内の各事業担当と連携し、区内の認

知症にかかる情報収集・地域課題の分析を行い、区内の関係機関と課題解

決に取り組んでいる

7

・区内の認知症支援関係者に対し、支援困難症例の後方支援や、認知症

対応力向上のため、認知症支援や多職種協働に資する研修等の開催、また

は企画調整を行っている

8 認知症地域支援コーディネーター

・オレンジサポーターの育成、ちーむオレンジサポーターの立ち上げや後方支援、

オレンジパートナー制度の活用により、地域の取組を活性化し、認知症の人や

その家族の支援ニーズに合った取組につながるよう支援を行っている

令和６年度実施事業   「認知症強化型地域包括支援センター事業評価指標」

認知症地域支援推進員

項 　　 目

業

務

別

取

組

認知症初期集中支援チーム員

資料３


